
※２月１６日（月）より前の市民税・都民税申告については
　課税課市民税係窓口（市役所１階６番）にて受け付けて
　います。

※Ａ　×　２．８　－　８０，０００円

１０，０００，００１円～２０，０００，０００円

※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税控除分相当額を含めた額が翌年度の住民税から控除されます。

※１ 父である者は１万円
※２（ ）内はそれぞれあなたの合計所得が９００万円超９５０万円以下・９５０万円超１，０００万円以下の場合
※３ 所得税の基礎控除の額は合計所得により変わります。１３２万円以下：９５万円、１３２万円超３３６万円以下：
　　　８８万円、３３６万円超４８９万円以下：６８万円、４８９万円超６５５万円以下：６３万円、６５５万円超２，３５０万円以下：
　　　５８万円、２，３５０万円超２，４００万円以下：４８万円。（　）内はそれぞれ納税義務者の合計所得が２，４００万円超
　　　２，４５０万円以下・２，４５０万円超２，５００万円以下の場合

収入金額－９００，０００円
収入金額－１，０００，０００円

収入金額－１，１００，０００円

給与所得金額給与収入金額
０円　　　　　　　　０　円　　　～　　　　　６５０，９９９　円

　　６５１，０００　円　　　～　　　１，９００，０００　円 収入金額　－　６５０，０００円
１，９００，００１　円　　　～　　　３，５９９，９９９　円
３，６００，０００　円　　　～　　　６，５９９，９９９　円 ※Ａ　×　３．２　－　４４０，０００円
６，６００，０００　円　　　～　　　８，４９９，９９９　円 収入金額　×　０．９　－　１，１００，０００円
８，５００，０００　円　　　～　　　　　　　　　　　　　　 収入金額　－　１，９５０，０００円

２万円
４万円
６万円
７万円
９万円

４万円
８万円
１１万円
１４万円
１８万円
２１万円

３万円
６万円
１１万円
１６万円
２１万円
２６万円
３１万円

１３３万円超　　　　　　　
１３０万円超１３３万円以下
１２５万円超１３０万円以下
１２０万円超１２５万円以下
１１５万円超１２０万円以下
１１０万円超１１５万円以下
１０５万円超１１０万円以下
１００万円超１０５万円以下
９５万円超１００万円以下

９５万円以下

１万円２万円

収入金額－１，７５５，０００円
収入金額×０．９５－１，２５５，０００円
収入金額×０．８５－４８５，０００円
収入金額×０．７５－７５，０００円

収入金額－１，８５５，０００円
収入金額×０．９５－１，３５５，０００円
収入金額×０．８５－５８５，０００円
収入金額×０．７５－１７５，０００円

収入金額－１，９５５，０００円
収入金額×０．９５－１，４５５，０００円
収入金額×０．８５－６８５，０００円
収入金額×０．７５－２７５，０００円

０円
０円

０円

収入金額－１，７５５，０００円
収入金額×０．９５－１，２５５，０００円
収入金額×０．８５－４８５，０００円
収入金額×０．７５－７５，０００円

受給者の年齢

６５歳未満の方

生まれた方）
１月１日以前
（昭和３６年

生まれた方）
１月２日以後
（昭和３６年

６５歳以上の方

収入金額－１，８５５，０００円
収入金額×０．９５－１，３５５，０００円
収入金額×０．８５－５８５，０００円
収入金額×０．７５－１７５，０００円

収入金額－１，９５５，０００円
収入金額×０．９５－１，４５５，０００円
収入金額×０．８５－６８５，０００円
収入金額×０．７５－２７５，０００円

収入金額－４００，０００円
収入金額－５００，０００円

収入金額－６００，０００円

０円
０円

０円

２０，０００，００１円～０円～１０，０００，０００円
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等所得金額
公的年金等収入金額

　７，７００，０００円～９，９９９，９９９円

　７，７００，０００円～９，９９９，９９９円

１，１００，００１円～３，２９９，９９９円

６００，００１円～１，２９９，９９９円
５００，００１円～　　６００，０００円
４００，００１円～　　５００，０００円

０円～　　４００，０００円

１０，０００，０００円～

４，１００，０００円～７，６９９，９９９円
３，３００，０００円～４，０９９，９９９円

１，０００，００１円～１，１００，０００円
９００，００１円～１，０００，０００円

０円～　　９００，０００円
１０，０００，０００円～

４，１００，０００円～７，６９９，９９９円
１，３００，０００円～４，０９９，９９９円
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）　公的年金等所得金額速算表（表3

※合計所得金額が２，５００万円を超える場合、調整控除の適用はありません。

（３２万円、１６万円）（２９万円、１５万円） ５９５４３基 礎 控 除（※３）

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円（※１）

万円

万円

万円

老人扶養（Ｓ３１．１．１以前の出生者）
特定（Ｈ１５．１．２～Ｈ１９．１．１の出生者）

（Ｓ３１．１．２～Ｈ１５．１．１、Ｈ１９．１．２～Ｈ２２．１．１の出生者）

控除額は（表７）を参照

住民税の控除額は（表６）参照

寡 婦 控 除
ひ と り 親 控 除

※Ａは、給与等の収入金額の合計額を「４」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額

　２月２０日（金）午前９時～午後４時

３月７日（土）・３月８日（日）午前９時～午後４時

３月５日（木）・３月６日（金）午後５時３０分～午後７時３０分

③青少年交流センター
　２月１９日（木）午前９時～午後４時
②武蔵野会館

　２月１８日（水）午前９時～午後４時
※お車で来場される場合、３０分以上の駐車は有料と
　なります。

①イーストテラス・サブスリー

２月１６日（月）～３月１６日（月）　午前９時～午後５時

ア．令和 7 年分所得税の確定申告書を税務署に提出される方。
イ．令和７年中の収入が給与のみで、勤務先から昭島市に給与支払告書が提出されていて、控除の追加等がない方。
　　（給与支払報告書が提出されているか御不明の方は、勤務先の給与担当者に確認してください。）
ウ．令和７年中の収入が公的年金のみで、控除の追加等がない方。

令和 8年度 市民税・都民税申告の手引き　提出期限：令和 8年 3月１６日（月）

損
害
保
険

※２　①のうち総務大臣の指定した団体に対するもののみ
　　　受けることができる。

　　　　　　　　　　　　　×市民税３／５、都民税２／５

（※２）

特別控除
特定親族

（※２）

昭島市役所本庁舎１階 ６番窓口（課税課市民税係）

昭島市役所本庁舎１階 ６番窓口（課税課市民税係）

昭島市役所本庁舎１階 申告受付会場
地震保険と旧長期損害保険が両方あるとき、それぞれの合計金額が控除になるが限度額は２５，０００円

以下の①、②のいずれか少ない金額の５％（市民税３％・都民税２％）
①所得税と市民税・都民税の人的控除額の差額の合計

特別控除
配 偶 者

障 害 者
控　　除

配 偶 者
控　　除

扶養控除

※１ 所得割（調整控除後）の２割が限度

旧
　長
　期

スミ

対　象：①都道府県、市町村もしくは特別区、②住所地の都道府県共同募金会又は日

） 税額控除（調整控除）（表8

※「人的控除額」については（表５）を参照してください。

｛人的控除額の差額の合計－（合計課税所得金額－２００万円）｝

休日受付

夜間受付

市民税 都民税

配
当
割
額
及
び
株
式

等
譲
渡
所
得
割
額
　

控除額：ア．基本控除 ｛寄附金支払額（総所得金額等の３０％が上限）－２，０００円｝

利 益 の 配 当 等

外貨建等以外の証券投資信託

外貨建等証券投資信託

） 税額控除（配当控除）（表11） 税額控除（寄附金税額控除）（表10

） 税額控除（住宅借入金等特別税額控除）（表9

７０，０００円超

５６，０００円超

医療費控除：Ａ－（総所得金額等の合計額×５％か１０万円との少ない方の金額）

）（表12 税額控除（配当割額控除

額控除額）　　　　　　
額及び株式等譲渡所得割

同 居 老 親 等

（４万円、２万円）

（６万円、３万円）（３２万円、１６万円）

（２５万円、１３万円）

（２６万円、１３万円）

（２２万円、１１万円）

２２７５万円５３万円同 居 特 別 障 害 者

）　人的控除の種類と控除額（表5

６万円
１１万円
２１万円
３１万円
４１万円

３万円
６万円
１１万円
２１万円
３１万円
４１万円
５１万円

１２０万円超１２３万円以下
１１５万円超１２０万円以下
１１０万円超１１５万円以下
１０５万円超１１０万円以下
１００万円超１０５万円以下
９５万円超１００万円以下
９０万円超９５万円以下
８５万円超９０万円以下

８５万円以下

３万円

４５万円

控除額（住民税）

６１万円
６３万円

控除額（所得税）親族等の合計所得金額
５８万円超

）　特定親族特別控除の早見表（表7

生

命

保

険

料

控除額

１０，０００円
支払金額の１／２＋２，５００円
全額
２５，０００円
支払金額の１／２

３５，０００円
支払金額の１／４＋１７，５００円
支払金額の１／２＋７，５００円
全額
２８，０００円
支払金額の１／４＋１４，０００円
支払金額の１／２＋６，０００円
全額

控除額

１５，０００円超
５，０００円超１５，０００円以下
５，０００円以下
５０，０００円超
５０，０００円以下

新契約と旧契約それぞれ上記計算式で計算した控除額の合計額（限度額２８，０００円）
一般生命保険料・個人年金保険料については、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合、
度額７０，０００円）
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれ上記計算式で計算した控除額の合計額（限

４０，０００円超７０，０００円以下
１５，０００円超４０，０００円以下
１５，０００円以下

３２，０００円超５６，０００円以下
１２，０００円超３２，０００円以下
１２，０００円以下

支払金額

支払金額

保
険
料

地
　
震

旧
契
約

新
契
約

地
震
保
険
料

支払った第一種共済掛金、確定拠出年金掛金又は心身障害者扶養共済掛金との合計額
支払った金額

（支払医療費等－保険金などで補てんされる金額＝差引負担額（Ａ））
差引損失額－総所得金額等の合計額×１０％＝雑損控除額
（損失金額－保険金などで補てんされる金額＝差引損失額）

〈控除限度額８万８千円〉
〈控除限度額２００万円〉

税制：Ａ－１万２千円セルフメディケーション

）　所得控除一覧（表4

１１万円

０円

９５０万円超１，０００万円以下

２２万円

９００万円超９５０万円以下

３３万円

９００万円以下
あなたの合計所得金額

配偶者の合計所得金額

）　配偶者特別控除の早見表（表6

※「合計課税所得金額」には、長期譲渡所得等の申告分離課税に係る課税所得金額は含みません。

※算出された金額が２，５００円未満の場合は、２，５００円とする。

入居した年月

　　　　　本赤十字社の支部、③市・都のそれぞれの条例で指定した法人

×（市民税分６％、都民税分４％）
イ．特例控除 （寄附金支払額－２，０００円）×（９０％－所得税の税率×１．０２１）

超の部分
１，０００万円

以下の部分
１，０００万円

０．６％

０．３％

０．１５％

１．２％

０．６％

０．３％

０．８％

０．４％

０．２％

１．６％

０．８％

０．４％

種 類

課税所得金額

）　給与所得速算表（表2

（表８・９・１０・１１・１２）（表４・５・６・７）（表２・３）

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料
小規模企業共済等掛金

（所得税と市民税・都民税の人的控除の差額から生じる負担増の調整）

※令和６年度より均等割とあわせて森林環境税１，０００円が加算されています。

税 率
）　総合課税に係る税率と均等割額及び森林環境税1（表

万円万円 ２７２６

５一 般 扶 養

普 通 障 害 者
特 別 障 害 者

一 般 配 偶 者

老 人 配 偶 者

５

１８６３
３８

４５

３３

１３
１０

５８
４８

４５
３８

１
５
１

勤 労 学 生 控 除

市・都民税 差 額
１

控 除 の 種 類

２／５３／５

３０

２６

万円

万円

万円

２６万円
３０

３８万円

万円３３

万円

万円

万円

万円

万円

１０

１０

４８

３８
２７
３５
２７

４０

万円最高

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

所得税

×５％（市民税３％・都民税２％）

②合計課税所得金額

２００万円超

２００万円以下

控 除 額合計課税所得金額

１０％
４％

４，０００円

均等割額

１，０００円
３，０００円６％

（表１） （表１）

他会場での受付

受付

市民税 都民税市民税 都民税

対象者…合計所得金額が１，０００万円以下の者

（表１）

市民税・都民税の算出方法について

区分

59
27
01
-3
-0
17
40
2

表

アカ

＊税制の改正等に伴い、内容を一部変更することもあります。

　日頃より市民税・都民税の申告に御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
この申告書は、令和８年１月１日現在、昭島市に住所のある方で申告書の提出が必要と思われる方に送付しております。
市民税・都民税は、1 月 1 日の住所地で前年中の所得を申告していただき、その内容にもとづいて課税されるものです。
前年中の収入がなかった場合でも国民健康保険に加入されている方、非課税証明書を必要とされる方などは、申告が
必要です。申告が必要な方は、期限までに御提出（郵送も可）いただくようお願いします。

５８万円超

②市民税・都民税の住宅借入金等特別税額控除限度額

　前年分の所得税において平成21年1月から平成26年3月まで、平成26年4月から令和3年12月
まで及び令和4年1月から令和7年12月までの入居等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受け
た場合、以下の①と②いずれか小さい額を市民税・都民税の所得割から控除します。
①所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

※表中のAは前年分の所得税に係る課税総所得金額等です。

平成21年1月～
平成26年3月

平成26年4月～
令和3年12月

令和4年1月～
令和7年12月

控除限度額 Ａ×５%
（最大97,500円）

Ａ×7%
（最大136,500円）

Ａ×５%
（最大97,500円）

森
林
環
境
税

◇ 確定申告書仮収受　２月１６日（月）～３月１６日（月）
作成済みの所得税の確定申告書を市役所でお頃かりし、税務署にお届けします。国税庁の手続等の見直しの一環として、令和７年１月
から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。それに伴い、昭島市で収受日付印の押なつを行いません。
記入方法や内容については、立川税務署にお問合せください。立川税務署：０４２－５２３－１１８１

※問合せ・郵送提出先　昭島市役所課税課市民税係　〒１９６－８５１１　東京都昭島市田中町一丁目１７番１号
　　　　　　　　　　　電話（０４２）５４４－５１１１（代表）　内線　２０５２～２０５９　（０４２）５４４－４１２２（直通）

合　　　計
都　民　税
市　民　税 ・郵送による申告にご協力をお願いいたします。

　申告受付会場は非常に混雑するため、郵送による申告をお願いいたします。下記の「申告の際にお持ちいただくもの」をご参考の
上、申告書と一緒に、申告に必要な添付書類を忘れずに同封してください。証明書等の添付がない場合、控除等の適用を受け
られないことがあります。受付印を押した申告受付票が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・マイナンバーカードをお持ちの方は電子申告が可能です。詳しい申告方法は昭島市の公式ホームページ「令和８年度市民税・
都民税の申告、令和７年分所得税の確定申告について」をご確認ください。

・令和９年度市民税・都民税申告から申告書の様式が変更されます。詳しくは、ホームページや広報等でお知らせしていきます。

お知らせ

申告の際にお持ちいただくもの

申告書の提出が不要な方

申告受付期間及び混雑予測

※２月１６日は非常に混雑します。待ち時間短縮のためにも、できる限り別日の来庁をお勧めします。

１．市民税・都民税申告書（申告書には事前に住所・氏名等の記入をお願いします）。
２．マイナンバーカード又は個人番号（マイナンバー）が記載された書類と身分証明書。
３．源泉徴収票、支払者の証明、領収書、収支計算書や帳簿など令和７年中の所得がわかる資料。
４．年金を受給されている方は、年金の支払先から郵送された令和７年分公的年金等の源泉徴収票（はがき）。
５．社会保険料（国民健康保険税（料）・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・雇用保険料等）の領収書、
　　生命保険料・地震・旧長期損害保険料の控除証明書、医療費控除の明細書（令和７年中に支払ったもの）。
６．障害者控除の適用を受けたい方は、障害者手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方が市民税・都民税の申告をされる場合は、特例制度が適用されなくなりますので寄附金の受領証をお持ち
　ください。

昭島市　市民税・都民税　電子申告

日 月 火 木 金 土水
２月１６日 １７ １８ １９ ２０ ２１

市役所 市役所
市役所

①イーストテラス
　・サブスリー　

市役所
②武蔵野会館

市役所
③青少年交流
センター

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８２２

市役所 市役所 市役所 市役所

２ ３ ４ ５ ６ ７３月１日

市役所 市役所 市役所 市役所
（夜間受付）

市役所
（夜間受付）

市役所
休日受付

９ １０ １１ １２ １３ １４８
市役所
休日受付

市役所 市役所 市役所 市役所 市役所

１６１５
市役所
確定申告書
仮収受終了

※午後のほうが

比較的空いて

います。

非常に混雑

混雑

比較的空いている

混
雑
予
測
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市民税・都民税申告書令和８年度

年　月　日提出

受　付　印

受　付　印

（宛先）
昭 島 市 長 ８年 1月 1日

現在の住所

個 人 番 号
（マイナンバー）

大・昭
平・令

代 理人住所
（別居のとき）

申 告 者
との関係

翌年度以降
申告書不要

現 住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

代 理 人

生年月日

□同上・

昭島市

年　　月　　日

自宅・携帯

号
番
話
電

号
番
話
電

業
職

（令和７年中の収入・控除）

号
番
料
資

収
入
金
額

　所

　得

　金

額

　
　所

　
　得

欄

円

円

円

円

円

円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円

円

円円

円円円

円円円

給 与

公的年金等

一 般 給 与 乙 ・ 丙 欄 給 与 専 従 者 給 与

（　　　　　）年 金 （　　　　　）年 金 （　　　　　）年 金
192

102

104

195

108

101

105

194

116

①

③

⑤

⑦

⑨

営　業　等

利　　　子

公的年金等

そ の 他 雑

分 離 等

②

④

⑥

⑧

⑩

農　　　業

不　動　産

業 務 雑

配　　　当

総合の譲渡・一時

　
　
　
　資

　
　
　
　料

　
　
　
　添

　
　
　
　付

欄

扶

　養

　親

　族

　等

　欄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

）

16

外
象
対
除
控
は
族
親
養
扶
の
満
未
歳

。
い
さ
だ
く
入
記
ご
が
す
で

　
　
　所

　
　
　得

　
　
　控

　
　
　除

欄

）
額
金
る
れ
か
引
し
差
ら
か
得
所
（

雑 損

医 療 費

社会保険料

申告者本人
に つ い て

寄附金税額控除

所得金額調整控除
に 関 す る 事 項

徴 収 方 法

Ⓑ Ⓒ

※明細書を添付
　してください。

医療費の合計　　　　　　（医療費）所得の５％か10万円の少ない額
※明細書より転記　　　　（特　例）１万２千円

円　－　　　　　　　　　　円　＝　　　　　　　　　　円

セルフメディケーション
税制（医療費控除の特例）を
選択する。

損害の原因 損害年月日
・ ・

損 害 金 額 補てん金額Ⓐ 差引損失額（Ⓐ－Ⓑ）災害関連支出の金額

市民税・都民税算出のために、私が支払った社会
保険料等の納付額を確認することに同意します。

（署名又は記名）

国 民 健 康 保 険 後期高齢者医療保険 国 民 年 金 介 護 保 険

同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く）の場合には左の□にチェックを入れてください。

度程の害障居別・居同号番人個

柄続名氏 生年 大・昭
月日

身体・愛・他　　 級
精神・介護　　　 度平・令 ・ ・

用
認
確

者
害
障障害者控除

（本　人）
身体障害者手帳（　　級）
愛の手帳（　　度）

精神障害者保健福祉手帳（　　級）
障害者控除対象者認定書（普・特）

手帳 その他
認定書

寄附先
の名称

寄附先
の名称

給与・公的年金に係る所得以外（令和８年４月１日において65歳
未満の方は給与所得以外）の所得に係る住民税の徴収方法の選択 １特別徴収・２普通徴収

　切

　り

　取

　ら

　な

　い

　で

　く

　だ

　さ

い

コード デ ー タ 欄

コード デ ー タ 欄

110

111

112

288

120

雑 損

医 療

社 保

小 企

生保（所）

地震（所）

寄附（所）

配 特

特 親

障 害

控 配

扶 養

勤 学

基 礎

合 計

課 標

所 税

控除額

可能額

住借残

寄附（基）

寄附（特）

条例（都）

条例（市）

140

141

143

144

145

147

148

152

349

283

155

132

131

160

149

124

125

126

０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０

０

０
０
０
０
０
０
０
０

０

０
０
０
０
０
０
０
０

０

ひとり親
寡 婦 ・

　５

％

　８

％

10　

％行
発
証

力
出
箋

止
停
証

居 住 開 始 年 月 日

本人該当 区 分

年 月 日

　
　裏

有

生

保

租

税

未

成

勤

学親
り
と
ひ寡

婦

ＢＡ４３２１

受 付 資 料 賦 課 期 日 点 検

令和８年度
市民税・都民税
申告受付票

●申告の際にお持ちいただくもの
１．市民税・都民税申告書（事前に住所・氏名等
　　太枠の中の記入をお願いします）。
２．マイナンバーカード又は個人番号（マイ
　　ナンバー）が記載された書類と身分証明書。
３．令和７年中の所得がわかる資料（源泉徴収
　　票、支払者の証明書等）。
４．年金を受給されている方は、令和７年分公
　　的年金の源泉徴収票。
５．社会保険料の領収書、生命保険料・地震及
　　び旧長期損害保険料の控除証明書、医療費
　　控除の明細書（令和７年１月１日～令和７
　　年12月31日の間に支払ったもの）。
６．障害のある方は、その手帳または戦傷病者
　　手帳。介護保険制度に係る障害者控除に該
　　当される方は、障害者控除対象者認定書。
※　ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請
　　された方でも市民税・都民税の申告をされ
　　る方については特例制度が適用されないた
　　め、寄附金の受領証をお持ちください。
●この申告書は、令和７年１月１日から令和
　７年12月31日までの１年間に生じた所得や
　控除金額等を申告していただくものです。
●申告書についてのお問い合わせ先
　市民部課税課市民税係
　電話（042）544-4122（直通）
　　　（042）544-5111（代表）内線2052～2059

●
こ
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
は
住
民
情
報

　シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ
ま
す
。

配 偶 者

生命保険料

小規模共済

配偶者特別

地震保険料

円

地震保険料の計

介護医療保険料の計個人年金保険料の計一般生命保険料の計
旧契約（平成２３年以前の契約）
新契約（平成２４年以降の契約） 円

円円

円円

円円

円円円給与収入 （　　　　）収入 配偶者の合計所得
個人番号

氏名

障害の程度 障害者

続柄 妻・夫生年月日 ・ ・
身体・愛・他
精神・介護　

級
度

コード同居　・　別居

支払った第一種共済掛金、確定拠出年金掛金又は心身障害者扶養共済掛金の合計額

同一生計配偶者

旧長期損害保険料の計

大・昭
平・令

氏名

個人番号
級生年

月日続柄 度・・

同居　・　別居 障害の程度特親 障害者 コード

氏名

個人番号
級生年

月日続柄 度・・

同居　・　別居 障害の程度特親 障害者 コード

氏名

個人番号
級生年

月日続柄 度・・

同居　・　別居 障害の程度特親 障害者 コード

氏名

個人番号
級生年

月日続柄 度・・

同居　・　別居 障害の程度特親 障害者 コード

別居扶養親族等の住所：

大・昭
平・令

大・昭
平・令

大・昭
平・令

大・昭
平・令

学校名：寡婦控除 １死別 ２離別 ３生死不明 ひとり親 勤労学生
控　　除控　　除

コ
ー
ド
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円 円円円

種　　　目 Ⓐ収入金額 Ⓑ必要経費 Ⓒ特別控除額 所得金額（Ⓐ‒Ⓑ‒Ⓒ）

月 日 給 勤務日数 月 収

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

円円 日

賞 与 等

合 計 金 額

社 会 保 険 料

事業所電話番号

事 業 所 名

（ ）

夏

冬

収支計算書
自
至

年 月 日
年 月 日

項 目 金 額

収
入
金
額

必

要

経

費

売 上 金 額

雑 収 入

合 　 計Ⓐ

合 　 計Ⓑ

小合計（①＋②－③）

③期末たな卸高

②当期仕入金額

①期首たな卸高
売
上
原
価

専 従 者 控 除 額Ⓒ 専 従 者 控 除 額

必

要

経

費

収
入
金
額

円

収支計算書
自
至 年 月 日

年 月 日

金 額項 目

家 賃 収 入

地 代 収 入

権 利 金（ 礼 金 ）

合 　 計Ⓐ

合 　 計Ⓑ

円

円月

続 柄 生年月日 従事月数 専従者給与（控除）額

円

円

円

円

損失額・被災損失額（白）

積立など取りくずし

資産の種類

開始・廃止月 日

事業用資産の譲渡損失など

海外市場開拓準備金など

事業税の非課税所得

事業所等所在地

円円円円円

（赤字のときは０）

種 目 収入金額Ⓐ Ⓑ Ⓓ必要経費 Ⓓ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 特別控除額 所得金額（Ⓒ－Ⓓ）

長期

短期

一 時

更 新 料

特別控除額は…………５０万円（Ⓒ Ⓒの金額）
譲渡の特別控除額は、①短期、②長期の順に差し引きます。

◯ア

◯イ

◯ウ

事業所等所在地

氏 名

の
譲
渡

総
合
課
税

学生であった

所得があった

扶養されていた

非 課 税 の

学校名

継続中

あなたを扶養していた方の氏名　　　　　　　　　続柄 住所
（別居のとき）

該当するものに○をつけてください。

卒業見込　　　　　　　年　　　　　　月

生活保護を受けていた　　年　　月　　日～
福祉事務所 担当

年　　月　　日まで

上記に該当しない方は、昨年中の生活状況を詳しく記入してください。

仕送り・援助を受けていた　　　　　　預貯金・蓄えで生活していた　　　　　　病気・けがの療養中であった
該当する内容に○をつけてください。

遺族年金・遺族恩給・障害年金・児童手当・雇用（失業）保険・傷病手当を受けていた

の金額が５０万円未満のときは

◯ア　給与所得 ◯ウ

◯エ

◯オ

◯キ

◯ケ　収入のなかった方

◯カ　事業専従者

◯ク　事業税に関する事項

不動産所得（④）

水 道 光 熱 費

雇 人 費

地 代 ・ 家 賃

租 税 公 課

消 耗 品 費

通 信 費

損 害 保 険 料

雇人（管理人）費

減 価 償 却 費

地 代 ・ 家 賃

借 入 金 利 子

租 税 公 課

修 繕 費

支払確定年月 額除控額割得所子利の債負者払支
円円円

円月
個人番号

個人番号

印

損費通交・費旅 害 保 険 料

収 入 金 額

その他

前年中の開廃業

◯イ 事業所得（①②⑥⑦）

分離等（⑨）

利子・配当所得（③⑧）

総合の譲渡・一時（⑩）

この欄は、非課税証明書発行、国民健康保険税算定等の資料となります。

所得金額（Ⓐ－Ⓑ－Ⓒ）Ⓓ

Ⓒ

所得金額（Ⓐ－Ⓑ－Ⓒ）Ⓓ

日雇及び源泉徴収をしていない事業所など
に勤務している方については、雇用主に
よる給与の支払証明書を添付するか、又は
下記に雇用主もしくは、申告者により月別
の収入を記入及び証明をしてください。 

お知らせ

〈令和８年度からの主な変更点〉

①給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から
差し引く「給与所得控除」について、最低保障額55万円
から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで
給与所得控除額が65万円となります。
【給与所得控除の改正前と改正後の比較】

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の特例に
おける必要経費に算入する金額の最低保障額も65万に
引き上げられます。

②各種扶養控除等に関する所得要件等の
　引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げ
られます。
【扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較】

③大学生年代の子等に関する特別控除（特定
　親族特別控除）の新設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満で
合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等（配偶者
及び青色事業専従者等を除く）を有する場合には、その
総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します｡

給与収入 改正前 改正後
162万５千円以下 　　　　　 55万円　　　　　　　　
162万５千円超　180万円以下 収入金額×40％－10万円 65万円
180万円超　　　190万円以下 収入金額×30％＋８万円
190万円超 　　　　　　　　 改正なし

要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件　　
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件　　 48万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件
勤労学生の合計所得金額の要件　　　　　　　　　　　 75万円以下

58万円以下

85万円以下

親族等の合計所得金額 控除額（住民税）

58万円超　　95万円以下 45万円
95万円超　 100万円以下 41万円
100万円超　105万円以下 31万円
105万円超　110万円以下 21万円
110万円超　115万円以下 11万円
115万円超　120万円以下 ６万円
120万円超　123万円以下 ３万円

52,697
企 業

12,000

子の子

55,623
35,714
121,978

36,910130,350

69,14681,146

252,096

1,550,022729,341
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昭島　次郎

子
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昭島　花子

昭島　太郎

昭島　春子

厚 生国 民

20 544－5111
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2,400,000
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昭島　一郎

田中町１－17－１

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

裏
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裏
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令和８年度　市民税・都民税申告書の書き方
必ず住所、氏名、生年月日、電話番号、を記入してください。
記載例は、赤色で記入してありますが、申告書には黒色のボールペンで記入していただきますようお願いします。

①収入金額

②所得金額（所得の内容）※申告書の裏面で所得金額を計算してください。（「⑤公的年金等」は除く。）

所得欄

●給与
給与・賃金及び賞与などの収入の１年間の合計額をそれぞれ記入してください。
※①源泉徴収票がある方は、添付又は御持参ください。
　②源泉徴収票がない方は、申告書裏面の『ア給与所得』欄に記入し、雇用主の証明を
　　もらってください。
●公的年金等
国民年金・厚生年金・恩給（一時恩給を除く）などの収入の１年間の合計額をそれぞれ記
入してください。
また、公的年金等の源泉徴収票を添付又は御持参ください。
※遺族年金・障害年金等は非課税所得となりますので、申告書表面の年金額の記入はせず
　裏面の『ケ収入のなかった方』の欄に記入してください。

①営業等
販売業・製造業・卸売業・飲食業・サービス業などの営業から生じる所得。
②農業
農産物の生産・果樹などの栽培・農家が兼営する家畜その他の生産から生じる所得。
③利子
預貯金の利子などの所得。ただし、所得税において源泉分離課税されたものは申告の必要は
ありません。
④不動産
家賃・貸間代・地代・権利金・更新料・名義書換料などの所得。
⑤公的年金等
公的年金等に係る所得。計算方法は、裏面の（表３）を確認してください。
⑥業務雑
原稿料、講演料又はシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得。
⑦その他雑
生命保険の年金（個人年金保険）、互助年金、暗号資産取引など⑤及び⑥以外のものによる
所得。
⑧配当
株式配当・剰余金の分配（出資に係るものに限る）などの所得。
⑨分離等
山林所得・先物取引など他の所得と分離して税額を計算する所得。
⑩総合の譲渡・一時
資産の譲渡による所得・賞金・懸賞当せん金品・競輪競馬等の払戻金などの所得。

●雑損控除
災害・盗難・横領などで損失があった場合に記入し、明細書を添付してください。
●医療費控除
自分や同一生計の家族の医療費を支払った場合に記入し、明細書を添付してください。
セルフメディケーション税制を適用する場合は、チェックを入れて明細書を添付してくだ
さい。
●社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、確定拠出年金、共済掛金などを支払った
場合、その金額をそれぞれ記入してください。
国民年金や共済の掛金は領収書を添付してください（生計を一にする親族の年金から天引き
されている国民健康保険税（料）、後期高齢者医療保険料、介護保険料は除く）。
●生命保険料控除
生命保険、個人年金保険、介護医療保険の保険料を支払った場合に記入し、証明書を添付
してください。
旧契約（平成２３年以前）・新契約（平成２４年以後）を区分して記入してください。
●地震保険料控除
地震保険料を支払った場合に記入し、証明書を添付してください。
平成１８年以前の長期損害保険には経過措置として、従前の損害保険料控除と同様の控除が
適用されます。

●配偶者特別控除
合計所得金額が１，０００万円以下の場合に、配偶者の合計所得金額及びあなたの合計所得金額に
応じて適用されます。
配偶者の収入及び所得を記入してください。（ただし、一方の配偶者がこの控除を受けた場合、
他方の配偶者は受けることができません）。
●特定親族特別控除（令和８年度新設）
生計を一にする１９歳以上２３歳未満で合計所得金額が５８万円超１２３万円以下の親族等（配偶者
及び青色事業専従者等を除く）を有する場合には、扶養親族等欄に対象となる親族の氏名、
個人番号、続柄、生年月日を記入し、特親の欄に○をつけてください。別居の場合はその
住所を記入してください。
●配偶者・扶養控除・障害者控除
１２月３１日現在、生計を一にする合計所得５８万円以下の配偶者や親族がいる場合に適用
されます。「氏名、続柄、個人番号、同居又は別居、生年月日」を記入してください。別居の
場合はその住所を、障害のある方についてはその手帳の種類と等級を記入してください。
介護保険制度に係る障害者控除に該当する方は、障害者控除対象者認定書を添付してくだ
さい。
国外の親族を扶養する場合は、送金証明や親族関係書類が必要です（外国語で作成されて
いる場合は、翻訳文も添付してください）。30歳以上70歳未満の国外扶養親族は一定要件を
満たさないと対象外です。
※あなたの合計所得金額が１，０００万円を超える場合は配偶者控除の適用は受けられません。

③所得控除欄（所得から差し引かれる金額）

④申告者本人について

●障害者控除
障害のある方は手帳などの種類を□にチェックを入れて、等級を記入して
ください。介護保険制度に係る障害者控除に該当する方は、障害者控除対
象者認定書を添付してください。

●寡婦控除
あなたが寡婦（①夫と死別、②夫と離婚もしくは生死が不明で子以外を
扶養している）の場合、□にチェックを入れて、該当する文字を○で囲んで
ください。なお、合計所得金額が５００万円を超える場合はこの控除は適用
されません。
●ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有するひとり親の方は、
□にチェックを入れてください。なお、合計所得金額が５００万円を超える
場合は、この控除は適用されません。
※ひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載
　されている場合は対象となりません。
●勤労学生控除
あなたが学生で合計所得金額が８５万円以下であり、かつ、給与所得以外の
所得金額が１０万円以下の場合、学校名を記入し、学生証など証明するものを
添付又は御持参ください。

⑤寄附金税額控除

都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社
支部への寄附をした場合、または住民の福祉の増進に寄与する寄附金として
住所地の都道府県もしくは市区町村が条例で定めるものを支出した場合、
その金額を記入し受領証等を添付してください。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方が市民税・都民税の
　申告をされる場合は、特例制度が適用されなくなりますので寄附金の受領証を
　お持ちください。

⑥徴収方法

市民税・都民税が給与から差し引かれる方で、給与・公的年金等に係る所得
以外（８年４月１日において６５歳未満の方は給与所得以外）の所得がある
場合、その所得に対する市民税・都民税の徴収方法が選択できます。希望の
方法を○で囲んでください。
①特別徴収…給与から天引きする方法　②普通徴収…自分で納める方法

⑦所得金額調整控除に関する事項

所得金額調整控除には、次の２つのパターンがあります。
①あなたの給与等の収入金額が８５０万円を超え、次のいずれかに該当する場合
には、給与等の収入金額（１，０００万円を超える場合は１，０００万円）から８５０万円を
控除した金額の１０％に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・あなたが特別障害者に該当する
・年齢２３歳未満の扶養親族を有する（※）
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
※同じ世帯に所得者が２人以上いる（いわゆる共働きの世帯）の場合、
　扶養控除と異なり、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることが
　できます。

②給与所得及び公的年金等に係る所得があり、その合計額が１０万円を超える
場合には、給与所得（１０万円を限度）及び年金所得（１０万円を限度）の金額の
合計額から１０万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

①に該当する場合は、特別障害者もしくは扶養親族の氏名等をご記入くだ
さい。

⑧収入のなかった方の記載について（裏面最下部）

７年中に収入のなかった方は、申告書裏面の『ケ収入のなかった方』欄に記入
してください。記載されている内容に当てはまるものがない時は、「その他」に
生活状況を具体的に記入してください。
収入がなかった場合でも、非課税証明書を必要とされる方、国民健康保険に
加入されている方、各種福祉手当、福祉年金等の手続きのある方、公営住宅の
収入状況報告をされる方は、申告書を提出してください。
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